
第２章 公共施設等の現状及び将来の見通しと保有総量の削減目標

■ 対象施設分類一覧

■ 計画期間内（令和17年度まで）の建物系施設の保有総量（延床面積）の削減見込み

米沢市公共施設等総合管理計画（見直し案）【概要版】

第１章 計画の概要

■ 背景と目的

全国的に公共施設等の老朽化対策

が大きな課題となっているなか、人

口減少等による市民ニーズの変化、

公共施設の老朽化、厳しい財政状況

といった課題に対応した、20年間の

公共施設の適正管理のため、３つの

基本原則等を定めた公共施設等総合

管理計画(H28～R17)を平成29年３月

に策定しました。

その後、公共施設等総合管理計画

は不断の見直しを実施し、順次充実

させていくことが適当であるとの考

えのもと、令和３年度中に見直しす

るよう国より要請を受けました。

これを受け、本市においても、具

体的な施設の状況に基づき、長期的

な視点をもって公共施設マネジメン

トを推進するため、計画の一部を見

直します。

■ 計画期間

平成28年度（2016年度）から令和17年度（2035年度）までの20年間

■ 公共施設等に関する取組

平成29年３月 公共施設等総合管理計画の策定

令和３年６月 個別施設計画の策定

令和 年 月 公共施設等総合管理計画の見直し

<電子申請>

計画(見直し案)のパブリック・コメントを実施します。ご意見をお寄せください。

平成29年３月に策定しました標記計画について、策定から5年が経過することから、計画の見直しを

実施します。ついては、２月1日より計画（見直し案）のパブリック・コメントを実施しますので、ご

意見をお寄せくださいますようお願いします。

なお、計画（見直し案）の全体版は、市ホームページ、政策企画課（市役所３階）、各コミュニティ

センターでご覧いただけます。

■意見の提出方法／郵送、FAX、電子メール、電子申請、直接持参

（氏名・住所・電話番号とご意見を記入の上ご提出ください。）

■募集期間／２月１日（火）～２１日（月）

■意見の提出先／〒992-8501 米沢市金池5-2-25 政策企画課経営政策担当

✉keiei-t@city.yonezawa.yamagata.jp FAX22-0498

■ 削減目標

■ 整備年別延床面積

■ コスト情報■ 建物大分類別延床面積

維持管理費の縮減（10％）も考慮し20年後（令和17年度まで）に

建物系施設の保有総量（延床面積）の２０％を削減することを目標とします。

また、今後10年間における具体的な対策内容や実施時期等の方針を示し、公共施設等の更なる

効率的な管理を推進するため、令和３年６月に個別施設計画を策定したことから、その内容も反

映します。

※行政系施設は市庁舎の誤謬

訂正後の面積で算出しています。

※R2.3.31時点
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第３章 公共施設等の管理に関する基本方針

■公共施設等の管理に関する３つの基本原則

① 公共施設等の保有総量の適正化

・20年間(令和17年度まで)で建物系施設の延床面積の20％削減に向けて取り組みます。

・建替えや大規模改修の際には統合や複合化を検討して面積の縮減を目指します。など

② 維持管理・運営効率の向上

・統廃合などを通じて施設の利用率の向上を図ります。

・統廃合や複合化などにより生じた余剰施設や土地は利活用や売却等を進めます。など

③ 安全・安心で快適な利用環境の確保

・建替え等を行う際はユニバーサルデザイン化に努めます。など

■基本原則に基づく９つの実施方針

１．点検・診断等の実施方針

施設管理者による日常点検、法定点検、災害や事故発生時の臨時点検を実施します。

２．維持管理・修繕・更新等の実施方針

常時には予防保全型の維持管理手法に取り組み、大規模修繕や更新を行う場合は、長期的な視

点から優先度を定めるとともに、統合や複合化も考慮し、計画的に実施します。

３．安全確保の実施方針

平常時のみならず、災害時の役割も十分に考慮した施設の維持管理を実施します。

４．耐震化の実施方針

「米沢市建築物耐震改修促進計画」に基づき施設の耐震化を図っていきます。

５．長寿命化の実施方針

維持管理・修繕・更新等に係るトータルコストの縮減、並びに良好な状態の維持や安全性の確保に

努めます。

６．統合や廃止の推進方針

施設の統合や廃止、複合化などを含めた検討を行うことを基本とし、公共施設保有総量（延床面

積）の20％削減を目指します。

７．ユニバーサルデザイン化の推進方針

利用者の性別、年齢、国籍、障がいの有無等に関わらず誰もが利用しやすい施設となるよう、

ユニバーサルデザイン化を図ります。

８．立地適正化の推進方針

「米沢市立地適正化計画」に基づき、公共施設の立地適正化を図ります。

９．施設廃止後の施設利活用方針

以下の順番で検討を進めます。

①本市事業等による利活用 ②地域団体等による公益目的での利活用

③民間事業者等による営利目的での利活用 ④解体・売却等

第４章 施設分類ごとの管理に関する実施方針

第３章の「公共施設等の管理に関する基本原則」を踏まえ、公共施設中分類ごとにその

特性を考慮し、施設分類ごとの管理に関する実施方針を定めます。

第５章 これまで４年間の実績及び今後１０年の見込み

■将来における対策の効果額の見込み

個別施設計画（計画期間：令和３年度～令和12年度まで）に掲載の具体的対策内容から10年

間の対策の効果額見込みを算定します。

第６章 公共施設等の一体的なマネジメントの推進方策

■計画のフォローアップ
毎年、目標達成に向けてのフォロー

アップを行うとともに、５年を基本に必

要に応じた計画の見直しを行います。

■全庁的な推進体制

今後１０年間における対策の効果額の見込みは約６２億円です。
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